
Ⅰ．はじめに

2006年10月から認定こども園制度が開始され
ている。国は2008年度中に2000程度の園が認定
を受けることを目指していたが，その見込みを
大きく下回り，認定を受けた園は2008年４月１
日の段階で229に留まっている（文部科学省・
厚生労働省　幼保連携推進室，2008）。これに
は，認定こども園制度の先行きに対する懸念が
払拭されないまま，いまだ認定こども園への移
行に静観を構える園も多いことが推察される。
認定こども園の課題としては，大きく制度上

の課題（村山，2005；豊田，2006），保育の質

に関する課題（諏訪ら，2004；山崎ら，2004；
七木田ら，2006；増田ら，2007），カリキュラ
ムに関する課題の３点に分けられる。本稿では，
保育現場が抱える問題として，喫緊の課題であ
る認定こども園のカリキュラムに関して論じ
る。
認定こども園の導入に伴い，保育実践を通し

てカリキュラムに関する課題がいくつか明らか
になっている。丸井ら（2006）によると，認定
こども園モデル事業以前に幼保総合施設を対象
に行ったアンケート結果では，幼保総合施設に
なって，「子ども集団の規模が拡大し，活動の
展開に広がりがでた」と評価している一方，
「保育内容を考えるうえで，条件的な制約が大
きくなった」と問題点が挙がっている。また，
保護者が，幼保総合施設に通う子どもの様子を
基に回答したアンケートからは，長時間保育を
受けている子どもは，「残るのがうれしい」よ
りも「早く帰りたい」という思いのほうが強く，
短時間保育を受けている子どもは，「早く帰る
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のがうれしい」よりも「もう少し残りたい」と
感じていることが明らかにされている（後藤ら，
2007）。このように，子どもによって保育時間
に相違が出ることに対する制約に対する，不安
が指摘されている。私立の幼稚園を対象にした
アンケート結果においても，「０，１，２歳児
は保育所に行く，３，４，５歳児は幼稚園に行
くというように住み分けをするのがよいと思
う」という回答が多く見られるなど（五十嵐，
2007），認定こども園の存在は是認しつつも，
こと保育内容に限っては幼稚園と保育所の一元
化に積極的意味が見出せていないことが示唆さ
れている。実際に保育現場の状況を見ても，
「多くの幼保一体化施設では，長時間児と短時
間児とが一緒に在園している共通の時間帯を
“コアタイム”として，そこに重要と思われる
活動を凝縮して位置づけている」とカリキュラ
ム編成上の工夫はなされている。しかし，「“コ
アタイム”を“教育の時間”として位置づけ，
そこでは学校の一斉授業のような取り組みが中
心となり，養護的な配慮が全く行われていない
といった例もみられる」（森上，2005）という
ように，保育内容については認定こども園の特
質を生かしきれていない。これらに見られるよ
うなカリキュラム上の課題は，保育の質を保障
するうえでも，最優先で解決されるべき課題と
いえよう。
腰山（2007）は秋田県での実践事例を参考に，
これからの研究を待たなくてはならない４つの
課題を挙げている。それは，（1）認定こども園
の運営には，まずもって保育所保育で培ってき
た未満児保育の展開における叡智を生かしなが
ら，以上児保育にもその良さを取り入れ，幼児
の年齢幅の広がりに適切に対処していかなくて
はならないこと，（2）カリキュラム編成を行う
ときは，発達程度への十分な配慮と異年齢間交
流の在り方に無理の無いように特段の考慮が必
要であること，（3）様々な行事の進め方を十分
研究して，保育課題と発達課題の両面から望ま
しい在り方を考えていくべきであること，（4）
教育・保育内容の具体化に際して，指導計画の
立案をめぐって様々な課題があり，行事の望ま
しい無理の無い展開のためにも，枠組み共通の
発達年齢別の立案作業が求められること，であ
る。そして，具体的な提案として，（1）保育内
容については，５領域名を踏襲して，細分化し
たものを列挙するのは３，４，５歳児に限定す
る，（2）０，１，２歳の場合には，健康・交わ

り・探求・表現の４区分，乳児向けの生活・遊
びの２区分が使いやすい，（3）期別と週別の長
短二本立て方式が実践しやすい，という3点を
挙げている。
これは，保育所保育指針と幼稚園教育要領の

整合性，認定こども園が目指すべきカリキュラ
ムの考え方，教育や保育の内容・合同保育にお
ける活動内容や交流のあり方を考えるうえで非
常に示唆的である。とりわけ，実際の保育現場
から立ち上がった課題であり，保育と教育の概
念の分離に対して，カリキュラムの統合を目指
している点は興味深い。北海道東川町における
幼児センターにおいても，乳幼児の実態に応じ
た幼保合同の教育課程（保育課程）・保育計画
を綿密に作成している。そして，短時間型保育
と長時間型保育の乳幼児に対する配慮につい
て，指導計画の段階から保護者への対応までを
含めて区別なく保育できていることで乳幼児の
発達に好影響が出ると指摘されている（松村，
2006）。こういった実践報告からすると，保育
現場において試行錯誤しながら幼保カリキュラ
ムの一本化を図ることが子どもの発達に有益で
あることが考えられる。
しかし，幼稚園における教育と保育所におけ

る保育の間にある隔たりを埋めるには，相応の
労力がかかる。この問題について，国際的には，
園での生活の中に子どもの発達に応じた教育的
営みを見出す，つまり教育（education）と養護
（care）を融合させたエデュケア（educare）の
重要性が強調されている（世取山，2006）。近
藤（2008）も，子どもの発達的側面を優先に考
慮する原則を前提として，わが国のこれからの
認定こども園の保育内容について，教育
（education）と養護（care）を包括したエデュケ
アの概念から検討することの意義を主張してい
る。認定こども園では，教育と養護を統合した
保育内容を提供しなければならない。そのため，
保育所と幼稚園が合併される連携型の認定こど
も園では，保育者間の保育観の相違が実際の保
育を行ううえで，最初に立ちあがる問題となる。
そういった課題を解決するためには，保育者が
潜在的に有している教育と養護に対する捉え方
を見直す必要がある。先立って幼保一元化がな
されたニュージーランドにおいても，教育と養
護を包括したエデュケアの概念から保育内容の
検討がなされている。わが国においても，エデ
ュケアとは何かを検討することは，今後の認定
こども園のカリキュラムを考えるうえで示唆的
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であろう。
そこで，本研究では，今後の認定こども園の

望ましいカリキュラムを吟味するにあたり，国
際的動向を踏まえて，エデュケアの概念を参考
に検討することを目的とする。

Ⅱ．エデュケアの概念

エデュケアは，新しい概念ではなく，1990年
代からアメリカ（Caldwell，1991）やイギリス
（Calder，1990；David，1990）をはじめとする
欧米諸国を中心に頻繁に使用されてきた。
Atmore（1993）は，エデュケアの概念が注目さ
れるようになった背景には，家庭機能の崩壊が
あったことを指摘している。わが国に限らず，
国際的にも，養護（care）は，身体的に保護す
ることであり，保護者が愛情を持って子どもと
接することによって保障され，とりわけ３歳に
なるまでに大切なこと，教育（education）は，
学習活動であり，４歳以降になされることとい
う意味が含蓄されている。すなわち，養護は家
庭で行われるべきであり，教育は施設で行われ
るべきという潜在的認識が国民にあった。しか
し，社会的情勢の変化によって，養育機能の不
十分な家庭が増加するに伴い，生後早い段階か
ら施設に入所する子どもも増加し，施設におい
ても子どもを養護する機能が求められるように
なった。そのような社会的要請に応じて，「子
どもの年齢に関わりなく，施設であろうと家で
あろうと関わりなく，両親と離れている時間が
どれだけ長かろうと短かろうと関わりなく，す
べての子どもにとって必要なこと」として，エ
デュケアという概念が注目されたのである。つ
まり，エデュケアはもとより，家庭を取り巻く
社会的変化に対応するために必要不可欠な説明
概念として作られたものだったことが推察され
る。しかし，結果的には，「すべての子どもに
必要なことは何か」を考える契機となり，世界
的に広がりを見せたと考えられる。

Drummond and Nutbrown（1992）は，エデュ
ケアは応答的な社会的文脈，つまり，大人と子
ども，子どもと子どもの相互交流があり，子ど
もたちの社会性や知性の発達を促進する遊びと
探究の機会が十分に提供されている社会的環境
によって保障されると主張している。さらに，
「養護（care）と教育（education）は分離された
活動ではない。子どもに携わる仕事には養護と
教育両方が必要である。質の高い養護は教育的
であり，質の高い教育は養護的である。」と述

べ，養護と教育の共有性を指摘した。このよう
に，エデュケアという概念は，安全で応答的な
人的環境はすべての子どもの学習と発達を促進
する一方，行動が制限され，安全でない環境は
すべての子どもの学習と発達を阻害するという
子どもの発達保障の原理原則に帰結したのであ
る。
以上のように，エデュケアという概念は，社

会的背景によって否応なく養護と教育の共有が
求められたために発展したものと考えられる。

Ⅲ．エデュケアの理論的背景

エデュケアの理論的枠組みとして，国際的に
影響力が大きいのは，米国における全米幼児教
育協会（ The National Association for the

Education of Young Children：以下，NAEYC）
によって提唱されている「発達にふさわしい実
践」（Developmentally Appropriate Practice：以下，
DAP）である。このDAPの基本的指標となって
いるのは，「発達的適切さ（Developmental

Appropriateness）という概念であるが，これは，
養護（care）と教育（education）を結合して，
乳幼児教育の使命を再定義する際の指標として
期待されている（諏訪，2000）。
しかし，Smith（1996）は，このNAEYCが提

起するDAPに対して，疑問を呈している。つま
り，DAPが子どもの発達を普遍的に予測しうる
ものと仮定して，特定の年齢段階（乳児期，３
～５歳児，６～８歳児）で区切って「ふさわし
い実践／ふさわしくない実践」を提示している
点について，教育が行われる社会的文脈を考慮
していないと批判したのである。そして，エデ
ュケアの理論的枠組みとして，ヴィゴツキーの
理論を支持しており，とりわけヴィゴツキー理
論と関連の深い社会文化的アプローチの重要性
を指摘している（Smith，1992）。
エデュケアの発展には，前述のとおり，子ど

もにとって適切な養育環境が崩壊しつつある中
で，どのような状況でも子どもの発達を保障す
る環境を整備しなければならないという社会的
事情が背景にあった。そのため，エデュケアサ
ービスの提供には，まず応答的な社会的環境，
つまり家庭や教育・保育施設に限らず，地域社
会も含めてマクロにとらえたものの整備が最優
先 に 掲 げ ら れ て い る （ Drummond and

Nutbrown,1992）。エデュケアサービスの提供に
は，社会的・文化的な文脈における子どもの発
達を考慮しておかなければならないのである。
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Smith（1992）は，エデュケアサービスは，
子どもの頭の中で行われている知的な営みとし
てイメージするというよりも，社会的・文化的
な「状況」において，人々とのつながりと具体
的な働きかけの行為を強調すべきであると主張
した。そして，エデュケアの質を高める環境に
ついて，以下の５つの原則を挙げている。第１
に，すべての発達は社会的インタラクションと
ともに始まること，要するに発達は社会的プロ
セスの内化から成るということ，第２に，発達
が学習を促すのではなく，学習が発達を促すこ
と，第３に，他者との親密な個人的関係と相互
理解が学習と発達を促すこと，第４に，発達の
目標は，文化的に規定されること，第５に，子
どもたちは皆，文化的文脈の中で，個々の理解
に応じた動的な役割を持っていること，である。
このように，エデュケアサービスの理想は，仲
間のいるコミュニティ及び文化への参加である
ことを規定したのである。
社会文化的アプローチを理論的枠組みに据え

るエデュケアは，社会文化，地域，家庭，そし
て子どもに至るまでの多様性を包括するうえ
で，理に適っていると思われる。しかし，真に
重要なことは，それを実際のエデュケアサービ
スに具体化する方策である。Smith（1992）は，
わが国に先がけて1986年に幼保一元化がなされ
たニュージーランドにおいて，教育（education）
と養護（care）の統合に対してヴィゴツキー理
論に基づいたエデュケアを提唱した。ニュージ
ーランドの幼保一元化については，就学前教育
の統一カリキュラムであるテファリキ（Te

Whâriki）の策定をはじめ，成功した先行事例
としてわが国でも多くの文献で紹介されている
（松川，2008）。しかし，その内実は教育と養護
の分離が懸念され，保育の質の向上に苦慮して
いる（May，2001）。これは，理論的枠組みと
しては妥当で，それに基づいた統一カリキュラ
ムが存在しても，エデュケアを保育の現場で実
践化するには，各施設の創意工夫が必要である
ことを示唆している。

DAPにも，幼児教育プログラムを策定する際
に保育者に必要な基礎知識の一つに，「子ども
たちが生活している社会的・文化的背景に関す
る知識」と明記されている（Bredekamp and

Copple，1997）。つまり，DAPにも社会文化的
アプローチの影響が見られるにも関わらず，社
会的・文化的文脈を考慮しないまま，DAPに同
調する傾向が世界的にある点にずれがある
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（Smith，1996）。わが国でも，認定こども園制
度に伴う変革はもちろんであるが，それだけに
とらわれず既存の保育所・幼稚園も含めて多様
性を保障するような独自の理論的枠組みが求め
られると思われる。

Ⅳ．エデュケアにおける保育者の役割と
カリキュラム

教育・保育環境の整備を優先的に考えた場
合，保育者の重要な役割は，子どもとのダイナ
ミックでインタラクティブな関係を築くことで
ある。そして，子どもの能力，興味，得意なこ
とを感じ取り，適合した活動を提供することが
求められる（Smith，1996）。Katz and Chard

（1990）は，エデュケアの評価の視点として，
「子どもが何をできるようになったかだけでな
く，子どもが何をすべきか」を持つ必要がある
ことを指摘している。これらの保育者の役割は，
エデュケアに関わりなく，保育者に必要な資質
と考えられる。エデュケアに特有なこととして
は，保育者間の認識の差を埋めるための討論の
重要性が言われている。

Moss and Pence（1994）によると，質の高い
エデュケアカリキュラムは，子どもの発達段階
そのものから策定されるのではなく，子どもの
発達に関して保育者が討論した成果によって生
まれるものである。Athey（1990）も，子ども
に対する教育・保育的サービスについて，何を
なぜ行っているのか，同僚や保護者とともに振
り返り，カリキュラムを点検することの重要性
を述べている。さらに，保育者が意識的，無意
識的に持っている教育観・保育観を意識化さ
せ，自分が行っている教育・保育活動に根拠を
持つためにも同僚や保護者との協議の必要性を
主張した。
このような関係者間の連携については，今ま

さに認定こども園で課題として挙がっているこ
とである。丸井ら（2006）による調査では，幼
保の統合に際しての問題点として最も多かった
のは，「職員管理や運営の困難さ」であった。
とりわけ，既存の幼稚園と保育所が一体化する
場合には，お互いにどのような教育観・保育観
を持っているのか，理想の保育者像など，保育
者が潜在的に有している意識の齟齬を学びあう
場の設定が共通意識を持つ上で不可欠である。
しかし，実際には多忙な勤務状況の中で，協議
の時間が十分に取れない現状があると思われ
る。とはいえ，少なくとも園内で双方が納得し
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保育の預かり保育の内容を深めていく保育計画
の作成について報告している。さらには，この
ような幼保合同のカリキュラムにとどまらず，
幼保一元化施設，小学校，中学校との連携を推
進し，異年齢交流や小学校との接続を円滑にす
るカリキュラムの作成を試行している。また，
先進的な事例として知られる「さめがわ子ども
センター」においても，幼稚園の先生が夏休み
に保育所を手伝うといった相互交流を積極的に
行ったために，保育者集団の歩調が揃い，質の
高い保育の実現に繋がったことが明らかになっ
ている（野津・青砥，2008）。これらは，過疎
化により子ども数が減少した状態の中で，町村
をあげて子どもの教育・保育を支えるという住
民の意識がなしえた事例である。都市部におい
ても，東京都品川区にある二葉すこやか園では，
一貫性のあるカリキュラムを目指して，検討会
議や園内研究が定期的に行われ，そこでの交流
をベースに幼保共通の「すこやかカリキュラム」
が策定されている（塩屋，2006；五十嵐，2007）。
とりわけ，交流を通した職員一人ひとりの気づ
きと実感があってはじめて連携の出発点に立つ
ことができることが指摘されている。
ニュージーランドの就学前教育における統一

カリキュラムであるテファリキは，行政からの
トップダウンによって策定されたわけではな
く，実際の保育現場の事例に何度も検討を重ね
たうえで完成されたものである。エデュケアが
示唆していること，それはカリキュラム策定の
プロセスの重要性である。エデュケアにおける
社会文化的アプローチを基底にした概念，関係
者間の連携の重要性は，子どもの発達の多様性
を最大限に保障することを示している。これは，
既存のカリキュラムへの固着では，地域ごとに
異なる子どもの姿を考慮するうえでも，また子
どもを取り巻く環境の変化が高速化しているこ
とに対応するうえでも，保育実践が成り立ちが
たくなっていることを示唆していると思われ
る。つまり，認定こども園のカリキュラムを策
定するにあたっては，実際に眼前にいる子ども
の姿を協議しないまま，既存のカリキュラムの
継続や寄せ集めでは意味がないということであ
ろう。エデュケアは，カリキュラムそのものよ
りも，カリキュラム策定のために園の子どもの
姿を観察し，協議するプロセスにこそ価値があ
るということを示しているのである。そして，
認定こども園のカリキュラムに関する課題は，
そのような意識のもとで保育者の組織的な取り
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た形で統一したカリキュラムを策定するために
は，積極的に協議の時間を設定することが求め
られよう。
近藤（2008）は，今後の認定こども園の積極

的可能性として，「保育士・幼稚園教諭が，子
どもの成長・発達について，乳幼児にかかわる
専門職（保健師，看護師，助産師，臨床心理士，
小児科医など）と連携して学び合う。子どもと
親の実態は，幅広い専門性の発揮を必要として
いるからである。」と述べ，職員の枠にとらわ
れず外部の専門家との連携にも，研修の機会を
求めることを推奨している。このように，地域
の知的資源をうまく活用することは，地域の子
育て支援の中核を担う認定こども園の本分から
しても，今後の発展が期待されるところである。
エデュケアサービスの提供においては，地域社
会の発展に寄与することが報告されており
（Atmore，1993），地域全体で関係者が連携する
ことによって，地域連携型のエデュケアサービ
ス，将来的には地域連携型のエデュケアカリキ
ュラム策定の可能性も考えられる。

Ⅴ．おわりに

認定こども園の見通しは決して明るくない。
現在までに認定された園のタイプを見ると，幼
保連携型と幼稚園型が多くなっている（文部科
学省・厚生労働省　幼保連携推進室，2008）。
この背景には，過疎の地域でやむなく幼稚園・
保育所を統合したケース，幼稚園の経営悪化の
打開策として認定こども園への移行を図ったケ
ースが少なくないことが推察される。つまり，
財政的逼迫などの経営的理由が優先され，保育
の質の向上は後回しになっているのである。認
定こども園の目的の一つに，保護者が有する多
様な子育てニーズへの対応がある。当然，保護
者のニーズに応えることは，園経営のうえで避
けられないことであるが，過度な対応は保育の
質の低下を招きかねないだろう。
エデュケアは，保育者間の緊密な協議・連携

に打開を見出している点でカリキュラムづくり
の目指すべき方向性を示している。このような
考えに基づき，カリキュラム策定に成功してい
る認定こども園も少なからず報告されている。
松村（2006）は，「東川町幼児センター」の

事例を紹介し，保育者の協議に基づき，２歳児
から３歳児に持ち上がる子どもと3歳児から新
たに入園する子どもに対する違いを意識した保
育計画や長時間型保育の午後の保育・短時間型
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組みにより，次第に解消に向かうように思われ
る。
そのための今後の課題として，①認定こども

園の４タイプ（幼保連携型，幼稚園型，保育所
型，地域裁量型）に保育所・幼稚園を含めた６
タイプ別に保育カリキュラムにどのような差が
あるのか，②短時間保育・長時間保育のカリキ
ュラムの構成はどのようになっているのか，③
短時間保育・長時間保育の子どもに十分な環境
は整っているのか，発達差はあるのか，など定
量的な調査に加え，④保育者に対するインタビ
ューや保育観察のデータを検討する必要があ
る。
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